
■進捗評価シート（様式１）

①組織体制（様式１－１） 頁数

1 計画調整担当部署と事業担当部署の連携 1
　
②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）

1 景観計画の活用と景観条例の運用 2

③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
1 阿佐家住宅保存修理事業 3
2 川人家長屋門保存修理事業 4
3 三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区保存修理事業 5
4 三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区建造物保存修理事業 6
5 三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区景観改善事業 7
6 農地の保全整備と遊休地の活用事業 8
7 文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

9
10
11
12
13
14
15

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 文化財の保存・活用について、文化財の修理（整備）について 16
2 文化財の保存・活用を行うための施設について 17

文化財周辺の環境保全について、文化財の普及・啓発について

3 文化財の防災について、埋蔵文化財の取扱いについて 18
市町村の教育委員会の体制について

保存・活用に関わる各種団体について

⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 大歩危峡　国指定天然記念物７月申請　　ほか 19
2 個人客増へ窓口強化「そらの郷」　　　ほか 20
3 古民家舞台に芸術祭　池田町・東祖谷　ほか 21
4 東祖谷の遺構　冊子に　　ほか 22
5 大歩危が国天然記念物に　　　ほか 23
6 刻みたばこの解説映像制作　　ほか 24

⑥その他（様式１－６）
1 文化財の魅力向上につながる取り組み 25
2 三好市固有の地域資源の掘り起こしにつながる取り組み 26

■総括評価シート【方針の達成状況等】（様式２）

①計画に記載している方針（様式２－１）
1 文化財建造物の保存と活用に関すること 27
2 伝統文化の支援に関すること 28
3 山村集落と商家の町並みの景観整備に関すること 29
4 歴史的建造物の維持、保存に必要な資材確保に関すること 30
5 市内の歴史的文化遺産の掘り起こしと価値づけに関すること 31

■総括評価シート【代表的な事業の質の評価】（様式３）

①歴史的風致維持向上施設の整備・管理（様式３－１） 32,33

■法定協議会等におけるコメントシート（様式４） 34

平成２５年度進行管理・評価シート

三好市歴史的風致維持向上計画（平成２２年１１月２２日認定）

　　　　　　　　　　　　　　　（最終変更平成２５年８月１３日）
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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

計画実施体制に変更はなく、計画調整担当部署と事業担当部署の連携の下、事業が推進されている。他事業においても連絡・調整等
の連携強化が波及した。円滑な事業推進を図るため、法定協議会の三好市歴史的風致維持向上計画協議会（平成25年5月20日、同
年12月17日、平成26年3月5日）及び三好市伝統的建造物保存地区保存審議会（平成25年5月20日、同年12月20日）、三好市文化財保
護審議会（平成25年7月18日、平成26年3月13日）をそれぞれ開催し、計画進捗評価について意見を伺った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

計画期間に基づき掲載事業に順次着手しているが、事業ごとに様々な課題が生じており、より密
な関係部局との連携が必要である。重点区域内における新たな事業展開が検討されており、歴
まち計画との調整が課題となっている。計画期間及び重点区域の見直し、歴史的風致形成建造
物の追加指定、歴まち計画関連事業の再要望等について関係部局との協議を進め、近く対応方
針をまとめる。

状況を示す写真や資料等

評価軸①-1
組織体制

項目

計画調整担当部署と事業担当部署の連携

事業実施に向けての三好市歴史的風致維持向上計画協議会、三好市文化財保護審議会、三好市伝統的建造物群保存
地区保存審議会との連携を深め、円滑な事業の推進を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

庁内調整会議の開催 
企画調整課、財政課、観光課、農業振興課、工務課、文化財   
による打ち合わせ状況 
 ・開催日：Ｈ２５．８．２７    
 ・開催場所：市役所会議室 
 ・主な議事 
   ○三好市歴史的風致維持向上計画の変更計画申請に 
     かかる掲載事業について 
   ○歴まち計画関連事業について 

    

三好市歴史的風致維持向上計画協議会の開催 

 ・開催日 第１回 Ｈ２５．５．２０ 

       第２回 Ｈ２５．１２．１７ 

       第３回 Ｈ２６． ３．５ 

 ・開催場所：第１回 市中央公民館会議室 

         第２回 市総合体育館会議室 

        第３回  市中央公民館会議室 

 

 ・主な議事 

  （第１回） 

   ○平成24年度分の計画及び事業の進捗状況に関する 

    評価について 

   ○平成25年度分の事業計画について 

   〇歴史的風致維持向上施設の指定について 

  （第２回） 

   ○三好市歴史的風致維持向上計画（変更案）について 

   ○総括評価の進め方について 

  （第３回） 

   ○三好市歴史的風致維持向上計画（変更最終案） 

     について 

   ○平成25年度分の進捗評価について 

第２回計画協議会の開催状況（H25.12.17） 
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進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

本市では、「歴史的風致維持向上計画」の認定に伴い、景観に対する市民の関心が高まる中、平成２３年３月「景観計画」を策定、平成２３年６月には
「景観条例」を制定して、平成２４年４月1日に景観条例を施行した。以降、景観重要建造物(樹木)の調査の実施(申請１件（却下））、景観パンフレットの
作成、建築関係業者説明会の開催、電気事業者との景観形成協議の実施、公共工事ガイドラインの作成、景観形成重点地区設置に向けての調査・
説明会の開催を行った。２５年度においては、景観計画区域内で工作物の新設等の行為に関して協議を求める区域を新たに設定した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

本市の景観計画は、市民、事業者、行政、三好市を訪れる方など関係者が一丸となって良好な景観づくり
に取り組むことを目指している。そのため届出対象行為外への誘導が課題となる。今後においても、関係者
への周知徹底を図るため継続的な啓発活動を行う。

状況を示す写真や資料等

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目

景観計画の活用と景観条例の運用

地域それぞれが持つ様々な種類の資源による独自の景観特性をはじめ、既存の法規制等の状況に応じたきめ細かく実効性の高い景
観づくりを図るため、５つの区分（ゾーン）分けにより定める基本方針に基づき区域内の行為の制限や良好な景観誘導を図る。特に歴史
的風致維持向上計画で設定する重点区域を「歴史的風致ゾーンⅠ・Ⅱ」として、その特性に応じた景観保全整備に努める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

■三好市景観計画区域のゾーン分け（区分別） 

■三好市景観計画書 
（平成２３年３月） 

特に三好市歴史的風致維持向上計
画で設定する重点区域の「祖谷渓谷
と平家落人伝説に関する区域」を
「歴史的風致ゾーンⅠ」に、「箸蔵寺
とうだつの町並み周辺区域」を「歴史
的風致ゾーンⅡ」に設定し、三好市
歴史的風致維持向上計画と連携し
た良好な景観形成を図ることを目指
している。 

■景観計画区域内における工作物の新設等の行為に

関して協議を求める区域を新たに設定するための現地

協議 

■三好市景観・ダイジェスト
版（平成２５年３月） 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

阿佐家住宅（平家屋敷）の建物を購入し、解体、復原修理を実施する。敷地は徳島県指定区域を借り受け、周
囲の建物、屋敷林、庭園等を市の文化財公開施設として、一体管理を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

24年度において売買契約の締結、主屋の仮設・解体工事の実施設計を作成した。25年度では、主屋の仮設工事、工事用
仮設住宅の建設等を施工した（24年度繰越事業：H25.3月～H26.3月）。また、阿佐家住宅が徳島県指定有形文化財である
ことから、関係機関（県文化財保護審議会、県教委等）と継続的な協議を進め、修理届等を提出した

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

祖谷平家伝説ゆかりの地であり、代々受け継いできた歴史的建造物（文化財）であることから買取り協議や設計協議に
時間を要したため、25年度内完了予定の仮設・解体工事の進捗が遅れ、解体工事の着手を次年度に繰り越すこととなっ
た。これに伴い、事業期間を延伸する必要がある。

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

阿佐家住宅保存修理事業

平成23年度～平成25年度　

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備総合事業）

【図面及び現況写真】 

阿佐家住宅の特徴的な式台玄関 

阿佐家住宅主屋の現況（正面） 

阿佐家住宅周辺の全景写真 

■主屋仮設工事 

（素屋根桁行）断面図 

■主屋仮設工事の施工状況 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

計画当初は個人所有建造物で個人による事業主体であったが、平成25年8月に市に対して寄付の申し入れがあったた
め、所有権移転登記手続き、認定計画の軽微な変更、予算の組み替え（補正予算）に時間を要したため、事業着手が遅
れ、保存改修工事を次年度に繰り越すこととなった。

評価軸③-２
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

川人家長屋門保存修理事業

平成25年度　

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備総合事業）

市が公有化し、保存改修を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

25年度において、前所有者より寄付の申入れがあったため、事業主体が個人から市に変更となった。これにより、同年度に
おいて、所有権移転登記、認定計画の軽微な変更を行い、保存改修工事の実施設計を作成した。保存改修工事について
は、25年度繰越事業として平成26年3月に発注した（工期：H26.3月～H26.12月予定）。また、川人家長屋門が徳島県指定
有形文化財であることから、関係機関（県教委等）と協議を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

【図面及び現況写真】 

川人家長屋門の現況（正面） 

川人家長屋門の入口と石階段 

■改修立面図 

■屋根部の 

  破損状況 

川人家長屋門の現況（背面） 

■主屋仮設工事の施工状況 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

計画的な保存修理事業を進めているが、費用負担や管理面でトタン屋根から茅葺屋根に復原することへの所有者の理
解が得られにくい。引き続き所有者や管理者に対し、伝統的建造物群保存地区の保存方針に対する理解や協力を求め
ていく取り組みや費用負担の軽減を図る仕組みづくりの検討が必要である。所有者からの保存修理事業に対する要望が
引き続きあるため、事業期間を延伸する必要がある。

状況を示す写真や資料等

重要伝統的建造物群保存地区保存修理費国庫補助

保存地区の住宅１５棟の保存修理を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

平成２５年度
●井上家（主屋、隠居屋）の屋根、外壁の保存修理が完了　※屋根はトタン葺きの葺き替え（改修）、外壁はひしゃぎ竹、木製建具等に
改修

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸③-３
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区保存修理事業

平成22年度～平成25年度

井上家主屋保存修理（施工前） 

井上家主屋保存修理（完成） 

屋根修理（ガイドラインの色彩に葺き替え） 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

２５年度から文化庁と国土交通省の２つの事業の使い分けによるアロケーションで実施することとなり、その
両事業の調整が難しく、関係部局、設計業者との十分な調整、協議が必要である。当初計画は２２～２５年
度で８棟の改修を計画していたが、所有者協議、設計協議等に不測の時間を要したため、事業期間を延伸
する必要がある。

状況を示す写真や資料等

三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区建造物保存修理事業

平成22年度～平成25年度　

社会資本整備総合交付金事業（地域住宅計画に基づく事業）

保存地区の空き家８棟を改修し、滞在型交流施設として活用を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

保存地区内で空き家となっている特定物件（建造物）を「修理」、非特定建造物を「修景」の対象として、平成２５年度では特定物件４棟、非特定物件１棟の修理・修景工事を施工し
た。
　（新部家）主屋、隠居屋の保存修理（茅葺き屋根への葺き替え、外壁（ひしゃぎ竹）の改修など）、離れ屋の保存修景（外壁の改修など）
　（曽我家）主屋・隠居屋の保存修理（茅葺き屋根への葺き替え、外壁（ひしゃぎ竹）の改修など）
※保存修理が完了した建造物から滞在型交流施設として活用を図っている。
　　利用実績：H２４年中（H２４．４月～H２４．１２月の９か月で２棟利用）／８０６人　　H２５年中（H２５．１月～H２５．１２月の１２か月で２棟利用）／９８７人

評価軸③-４
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

特定物件の空き家「曽我家」施工前 

主 屋 

（茅葺き屋根に復原） 

「曽我家」施工後（完了） 

「曽我家」施工状況 

特定物件の空き家「新部家」施工前  

主 屋（茅葺き屋根に復原） 

離れ屋 

隠居屋 

「新部家」施工後（完了） 

「新部家」施工状況 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

　

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

２５年度も引き続き、保存地区内にある個人所有建造物を対象に屋根の塗り替え及び張り替えに対する助成を行い、景観
改善が図られた。
平成２５年度：　６棟（６件）の塗り替えを実施

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

景観に配慮した屋根の塗り替えが進み、一定の効果がみられるが、地区内には、塗替えを終えていない建造物が今だ多
く、地区全体での景観向上を図るには、引き続き所有者からの要望に応え、事業期間を延伸する必要がある。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区景観改善事業

平成22年度～平成25年度

市単独事業

保存地区の建造物の屋根の塗り替え及び張り替えを実施する。

評価軸③-５

■伝統的建造物群保存地区の景観改善を図る特定物件の屋根の塗り替え    

   ※保存活用ガイドラインに沿った色彩（こげ茶）に統一 

修景を行う前の保存地区全景 修景事業が進む保存地区全景（H25.11月現在） 

屋根塗替え前 屋根塗替え後（完了） 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

山間地における高齢化の進行と後継者不足による遊休地（耕作放棄地）の解消が課題となっている。現在の対策事業で
一定の効果がみられるが、事業効果を市内全域に広げるため、事業期間を延伸する必要がある。

状況を示す写真や資料等

農地の保全整備と遊休地の活用事業

平成22年度～平成25年度

耕作放棄地再生利用交付金

歴史的風致維持向上施設周辺の農地の保全と遊休地の活用を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○耕作放棄地再生利用緊急対策事業・・・ 耕作放棄地再生利用交付金を活用し、耕作放棄地解消や地域農業活性化のための農地再生（土壌改良、
作付け等）を行った。
○耕作放棄地解消に向けた啓発活動・・・「全国一斉耕起の日」の記念行事として、「耕作放棄地再生作業、機械実演会」を隣接の東みよし町の協議
会と共催で開催した。ＪＡアグリサポート（ＪＡの農業作業受託機関）が耕作放棄地を乗用草刈機等を用いて再生することで、耕作放棄地解消を啓発
し、また同機関を利用しての再生を促した。

項目

評価軸③-６
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

耕作放棄地解消のための植えられたソバ刈り採り開催状況 

（開催日及び開催場所） 
 Ｈ２５．１０．３０  池田町西山の耕作放棄地  
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

祖谷平家まつり／地元実行委員会が主催となり、祖谷平家落人伝説を題材にした創作劇や武者行例のほか、祖谷地方で
継承される伝統芸能が披露され、地域資源を活用した啓発活動や伝統文化の継承が図られた。

開催日：Ｈ２５．１０．２７　　　かずら橋夢舞台（西祖谷山村）

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

地元実行委員会で主体的に事業が展開され、伝統文化の継承等の効果がみられているが、今後も事業効
果を継続させる必要があるため、事業期間を延伸する必要がある。

項目

文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

平成２２年度から平成２５年度

実行委員会単独事業

平家落人伝説を題材とした武者行例、西祖谷の神代踊（重要無形民俗文化財）等、民俗文化財の公開

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価軸③-７

祖谷平家まつりで披露された祖谷落人伝説を題材にした創作劇 

恒例の武者行列に参加する地元児童 

伝統芸能「祖谷衆太鼓」の披露 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

地元実行委員会で主体的に事業が展開され、伝統文化の継承等の効果がみられているが、今後も事業効
果を継続させる必要があるため、事業期間を延伸する必要がある。

状況を示す写真や資料等

保存会単独事業

市の有形民俗文化財「襖絵」と多彩な郷土芸能の公開

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

襖からくり公演会／西祖谷山村で市指定有形民俗文化財に指定されている「後山からくり襖絵」（後山地区）と「徳善からくり
襖絵」（徳善地区）を保存・継承する地元保存会が襖からくりの公演会を開催し、伝統文化の継承や文化財保護への啓発
が図られた。

開催日：平成25年10月 5日　後山農村舞台　  10月12日　徳善阿弥陀堂    10月19日 後山農村舞台
　　　　　              10月20日　徳善阿弥陀堂　 10月26日　徳善阿弥陀堂

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸③-７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

平成２２年度から平成２５年度

地元保存会により公演された徳善地区の「襖からくり」 （Ｈ25.10.26） 
 
徳善からくり襖絵が9枚１組からなり、それぞれ伝統的な操作技術によって、襖絵が左
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

関係団体で主体的に事業が展開され、景観保全への普及啓発等の効果がみられているが、今後も事業効
果を継続させる必要があるため、事業期間を延伸する必要がある。

状況を示す写真や資料等

文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

平成２２年度から平成２５年度

団体単独事業

三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区での体験学習

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

親子でふれあう重でんけん／平成２５年度において三好市東祖谷山村落合重要伝統的建造物群保存地区内で、ＮＰＯ法
人主催の米作り体験事業（田植え、稲刈り、脱穀の体験）が実施され、文化的・歴史的な景観保全や文化財保護への理解
に対する普及・啓発が図られた。
　　●田植え体験／田植え祭り　　平成25年6月15日実施　　●稲刈り体験／稲刈り祭り　　 平成25年10月13日実施
　　●脱穀体験／脱穀祭　　　　　　平成25年11月9日実施

評価軸③-７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

伝統的建造物群保存地区内にある水田で行われた 
田植え体験 

稲刈り体験 

稲刈り体験 

足ふみ式脱穀機での脱穀体験 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

茅刈り体験塾、石積み体験塾／　平成２５年度においては、地元保存会が茅刈り作業を実施したが、体験型の茅刈り作業
は実施できていない。しかしながら、地元保存会と地元ＮＰＯ法人が連携協力し、三好市東祖谷山村落合重要伝統的建造
物群保存地区を訪れた観光客や宿泊客を現地案内する「落合集落ガイド」やこの地域に伝わる食文化を体験していただく
「そば打ち体験」が実施され、地域資源を活かした啓発活動や文化財保護への取り組みが進められた。

参加状況：落合地区ガイド　121人、　そば打ち体験：27人

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

石積み体験については、地区内で崩壊が確認されなかったため、実施していないが、日頃から
石積みを崩壊させないメンテナンス的な取り組みが必要である。このため、事業期間を延伸する
必要がある。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

平成２２年度から平成２５年度

協議会単独事業

三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区での体験学習

評価軸③-７

伝統的建造物群保存地区を「平家伝説の里」として設定し、ここを訪れる観光客等

落合地区を地元ガイドが現地
案内する「落合集落ガイド」の
利用者も増えつつある。 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

地元団体で主体的に事業が展開され、地域資源を活かした景観保全への普及啓発等の効果がみられてい
るが、今後も事業効果を継続させる必要があるため、事業期間を延伸する必要がある。

状況を示す写真や資料等

団体単独事業

歴史文化めぐり、体験学習

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

「平家落人伝説」探訪ウォーキング／地元有志で組織される体験塾のメンバーが平家落人伝説の語りべとなり、落人伝説
の伝承地（平家屋敷：阿佐家住宅、平家の赤旗など）を巡る「かたりべと探訪ウォーキング」が実施した。地域資源を活かし
た山村集落景観保全や文化財保護への理解に対する普及・啓発が図られた。

２５年度ウォーキング参加者数：　100人

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸③-７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

平成２２年度から平成２５年度

平家落人伝説探訪ウォーキング用に作られたガイドマップ  

  （Ｈ２３作成、Ｈ２４から ウォーキングで活用） 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

祖谷の蔓橋の資材確保に向けた調査研究や育成活動が進められ、一定の効果がみられているが、今後も
引き続き事業効果を継続させる必要があるため、事業期間を延伸する必要がある。

状況を示す写真や資料等

文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

平成２２年度から平成２５年度

市委託事業

シラクチカズラの植栽と保護活動

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

蔓橋架け替え資材の確保と育成活動／地元実行委員会の「祖谷のかずら橋架け替え用資材確保実行委員会」が主体とな
り、重要有形民俗文化財「祖谷の蔓橋」の架け替え用資材となるシラクチカズラの保護や育成のための活動を実施し、文化
財保護活動と地域資源を活用した啓発事業が図られた。

・苗木の林地植栽　　平成25年7月3日　　　　　・苗木作り体験　　平成25年7月19日　　※地元中学生が参加

評価軸③-７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

苗木作り体験 

（ 地元中学生がt徳島森林管理署や実行委員会のメンバー

から指導を受けながらシラクチカズラの苗木作りを体験し

苗木植栽活動 

（ 地元実行委員会が林地にシラクチカズラの苗木約１５０本

を植栽した） 

苗木の管理状況 

（２年が経過したシラクチカズラの苗木） 

地元実行委員会の開催（Ｈ25.6.19  西祖谷総合支所） 
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評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

池田うだつのまち歩き「車座勉強会」「ガイド養成講座」／市観光協会主催による池田うだつのまち歩きガイド養成研修が実
施された。25年度は、にし阿波観光圏事業「にし阿波と恋する時間～あわこい～」のガイド養成もかねた池田のまち歩きツ
アーを開催したほか、とくしま観光ボランティア会との交流・研修を兼ねた池田まち歩きが開催された。
開催日：　Ｈ26.3.1、H26.3.8　　　　　　参加人数：　計39人　　　開催場所：　池田まち並み
内　容：　池田のまち並みを市外からの来訪者やボランティア団体に対してガイドを行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

市内の伝統的な町並みを地域資源として活かす町歩きガイド養成等の活動が進められ、一定の効果がみ
られているが、今後も引き続き事業効果を継続させる必要があるため、事業期間を延伸する必要がある。

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

文化財保護活動、地域資源を活用した啓発事業

平成２２年度から平成２５年度

市委託事業

池田町と井川町のうだつのある伝統的な町並みの地域資源の発掘とガイド育成

評価軸③-７

町並みガイド養成研修の状況 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

●文化財の保存・活用について
  　市内の未指定文化財の調査（山城町の大日孁神社）、市内の伝統的な町並み調査の実施（井川町辻地区）
●文化財の修理（整備）について　２５年度
  　阿佐家住宅保存修理（Ｐ３　参照）、伝統的建造物群保存地区保存修理（Ｐ４～Ｐ５参照）、伝統的建造物群保存地区修景事業（Ｐ６参照）、重要文
化財箸蔵寺本殿奥殿大棟保存修理

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

市内で大切に保存・継承されている民俗芸能（伝統行事）が過疎・高齢化等による後継者不足に
より、保存継承が次第に難しくなっているが、用具・衣装の修理に関しても会員減少などで保存
会の自主的な活動が困難となっている。このため、市（県・国）による支援が一層必要である。

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

●文化財の保存・活用について
●文化財の修理（整備）について

・市内の未指定文化財の調査を行い、文化財登録制度の活用を含め、文化財保護の措置を進める。
・指定、登録を行った文化財は保存状況を把握し、良好な保全が図られるよう保存団体等に適切な指導・助言を行う。
・老朽化が進む建造物は、補助金制度を活用した改修事業を実施するなど、所有者に対し支援を行う。
・市内の公開施設の整備と展示物の充実を図り、有効的な文化財の活用を進める。

詳細調査を行った未指定建造物（大日孁神社） 

重要文化財箸蔵寺本殿奥殿大棟修理 
 （本殿裏山からの倒木により、奥殿大棟鬼部が一部き損し
たため、小修理を実施した） 

き損状
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

●文化財の保存・活用を行うための施設について／説明板・標柱の作成（設置は２６年度）
●文化財周辺の環境保全について／市景観条例の施行（Ｐ２参照）
●文化財の普及啓発について／文化財冊子用写真撮影、市ホームページを活用した情報発信
●伝統的建造物の公開と交流施設としての活用／旧真鍋家住宅（阿波池田たばこ資料館）の公開、重伝建落合地区での交流施設（宿泊施設）の活
用

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

広い市域に点在する文化財は約１２０件あり、これらを巡る場合、特に山間部を通るアクセスルートが複雑である。それぞ
れの文化財をつなぐための周遊ルート設定や案内板の整備が急がれている。文化財説明板の設置に際しては、景観や
メンテナンス等、目的に合わせた規格・仕様を検討し、関係部局とのサインポリシーの調整が必要である。

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

●文化財の保存・活用を行うための施設について
●文化財周辺の環境保全について
●文化財の普及・啓発について

・伝統的建造物の公開に努め、交流施設としての活用を推進する。
・文化財及び歴史的風致の普及啓発を図るための回遊性を高める案内標識、説明板等を整備する。
・文化財と農村集落が一体となった良好な環境の畑地や森林の保全に努める。
・文化財に親しんでもらうためのパンフレットやマップ作成等を推進する。

市ホームページを活用した情報発信  

（ ２件の文化財指定を紹介） 阿波藩により生産が奨励されていた葉たばこが三好地域
（県西部）で刻みたばことして隆盛を極めた歴史を資料館で
公開 

重要伝統的建造物群保存地区の東祖谷山村落合地区
の空き家を改修し、滞在型交流施設として活用を図った。 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成２５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

●文化財の防災について／市CATV、市報による普及啓発
●埋蔵文化財の取扱いについて／試掘調査： （２件）
●保存・活用に関わる各種団体について／文化遺産を活かした地域活性化事業、組織の維持と担い手育成を図るための団体運営補助金の継続（１
８団体）

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

・市指定文化財等の防災設備が未整備の状況となっている。このため、施設の所有者に対し、早期の設備整備に向けた
理解と協力を得るための継続的な働きかけが必要である。
・文化財の保存活用を進めるには、所有者や地域だけでなく、関係団体との連携も重要であるため、関連事業の情報提
供や活用に向けた方策を考えるための意見交換や情報交換を継続的に行う必要である。

評価軸④-3
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

●文化財の防災について
●埋蔵文化財の取扱いについて
●市町村の教育委員会の体制について
●保存・活用に関わる各種団体について

・市内の未指定文化財の調査を行い、文化財登録制度の活用を含め、文化財保護の措置を進める。
・指定、登録を行った文化財は保存状況を把握し、良好な保全が図られるよう保存団体等に適切な指導・助言を行う。
・老朽化が進む建造物は、補助金制度を活用した改修事業を実施するなど、所有者に対し支援を行う。
・市内の公開施設の整備と展示物の充実を図り、有効的な文化財の活用を進める。

埋蔵文化財試掘調査の状況 

（ Ｈ２５．１１．２～１１．３ 三野町加茂野宮地区） 

後山からくり襖絵と民俗芸能の公開状況（ Ｈ２５．１０．１９ 後山農村舞台） 

重要文化財木村家住宅での防災設備の保守点検 

（実施日：Ｈ２５．９．９） 
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 平成２５年度

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画に基づく事業及び関連する取り組みについて紹介された。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

歴史的風致維持向上計画や計画に基づく関連事業について、広く理解や協力を得るた
めの有効手段として報道機関に対し、積極的な情報提供を行う必要である。

住民有志が「守ろう会」　黒沢湿原生態系　後世に H25.5.10 徳島新聞

池田町　うだつの町並み後世に　地元保存会結成 H25.5.18 徳島新聞

大歩危峡　国天然記念物７月申請 H25.4.12 徳島新聞

五穀豊穣祈り的射る　両皇神社で百手祭 H25.4.17 徳島新聞

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル 年月日 掲載紙等
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 平成２５年度

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画に基づく事業及び関連する取り組みについて紹介された。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

歴史的風致維持向上計画や計画に基づく関連事業について、広く理解や協力を得るた
めの有効手段として報道機関に対し、積極的な情報提供を行う必要である。

井内の雨乞い踊り復活　市指定無形民俗文化財 徳島新聞

空き家活用し交流促進

H25.9.14

徳島新聞個人客増へ窓口強化　「そらの郷」 H25.7.12

徳島新聞H25.8.28

評価軸⑤-2
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル 年月日 掲載紙等
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 平成２５年度

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画に基づく事業及び関連する取り組みについて紹介された。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

歴史的風致維持向上計画や計画に基づく関連事業について、広く理解や協力を得るた
めの有効手段として報道機関に対し、積極的な情報提供を行う必要である。

祖谷豆腐・番茶・そば茶　　伝統食材おいしく料理 H25.10.3 徳島新聞

古民家舞台に芸術祭　池田町・東祖谷 H25.9.20 徳島新聞

芳醇な香り　酒蔵包む　三好で新酒造り H25.10.3 徳島新聞

評価軸⑤-3
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル 年月日 掲載紙等
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評価対象年度 平成２５年度

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画に基づく事業及び関連する取り組みについて紹介された。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

歴史的風致維持向上計画や計画に基づく関連事業について、広く理解や協力を得るた
めの有効手段として報道機関に対し、積極的な情報提供を行う必要である。

東祖谷の遺構　冊子に H25.10.15 徳島新聞

西祖谷で平家まつり　襖からくりに歓声 H25.10.28 徳島新聞

状況を示す写真や資料等

評価軸⑤-４
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル 年月日

池田と祖谷　古民家彩る　「マチトソラ芸術祭」開始 H25.11.3 徳島新聞

掲載紙等
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評価対象年度 平成２５年度

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画に基づく事業及び関連する取り組みについて紹介された。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

歴史的風致維持向上計画や計画に基づく関連事業について、広く理解や協力を得るた
めの有効手段として報道機関に対し、積極的な情報提供を行う必要である。

大歩危・祖谷　渓谷美　観光客を魅了 H26.1.26 徳島新聞

大歩危が国天然記念物に H25.12.28 徳島新聞

外国人観光客　三好に宿泊　前年の1.7倍 H26.1.20 徳島新聞

報道等タイトル 年月日 掲載紙等

評価軸⑤-５
効果・影響等に関する報道
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評価対象年度 平成２５年度

状況を示す写真や資料等

刻みたばこの解説映像制作 H26.2.2 徳島新聞

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致維持向上計画に基づく事業及び関連する取り組みについて紹介された。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

歴史的風致維持向上計画や計画に基づく関連事業について、広く理解や協力を得るた
めの有効手段として報道機関に対し、積極的な情報提供を行う必要である。

徳善家住宅県有形文化財に　名主の暮らし伝える H25.12.28 徳島新聞

評価軸⑤－６
効果・影響等に関する報道

報道等タイトル 年月日 掲載紙等
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評価対象年度 平成２５年度

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
◎伝統的町並み周辺での地域おこしイベントの実施／歴史的風致維持向上計画の重点区域である三好市池田町の本町筋周辺には、阿波葉の刻みたばこ産業で栄え
た名残を留めるうだつの町屋など伝統的な町並みが残っているが、この歴史的で文化的な空間を活用したイベントが地元NPO法人や町おこしグループなどの手によって
定期開催され、過疎化等で衰退していた町並みにスポットが当てられ、観光PRや交流人口拡大を図るイベントとして注目を浴びた。イベント会場では、多くの参加者がマ
ルシェを楽しむだけでなく、文化財公開施設の旧真鍋家住宅（阿波池田たばこ資料館）を拝観し、館内では刻み煙草の実演が公開され、文化財の魅力向上にもつながっ
た。
開催日：　　Ｈ25.11.23　　　Ｈ26.2.22　（２回）

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

周辺にある文化財や文化資源をよりイベント参加者にも親しんでもらえるように、イベン
ト関係者との情報交換などが必要である。

評価軸⑥-1
その他

項目

文化財の魅力向上につながる取り組み

●うだつマルシェ    イベント参加者  1,000人～2,000人／1回当たり 
●開催場所 三好市池田町  本町筋周辺 

うだつマルシェの開催状況 

（伝統的な町並みを活かしたイベント） 

刻みたばこが手刻みから機械へと移った時代（藩政期～明治
期）に使用されていた、かんな刻み機とぜんまい刻み機を使っ
た、刻みたばこ実演の公開 
 （写真左が藩政期のかんな刻み機のレプリカ、 
   写真右は明治期のぜんまい刻み機） 
  

「阿波池田うだつの家」の公開状況 

（ミセノマでの煙管の試飲） 
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進捗評価シート （様式１-６）

評価対象年度 平成２５年度

計画に記載
している内容

状況を示す写真や資料等

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

三好市には、たばこ産業で繁栄した当時を象徴する伝統的なうだつの町並みが市内中心部の池田町や隣接の井川町に残っているが、これまで池田町においては、過
去に町並み調査が行われ、町並みの現状把握や学術的な価値づけが進められてきたが、一方の井川町においてはこれまで調査がされておらず、今回、三好市歴史風
致維持向上計画認定を機に、計画に基づく三好市固有の地域資源の掘り起こしを図るため、平成２３年度から井川町辻地区の伝統的な町並み調査に取り組んだ。２５
年度においても建造物の詳細調査や町並みの古写真を展示するパネル展の開催など町並み調査事業を継続的に実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

市内他地区の伝統的町並みと相乗効果を図るための保存活用計画策定の検討が課題である。伝統的建
造物の詳細調査を進めるにあたり、空き家が多く調査に時間を要する。このため、調査委員会を中心にこれ
らの課題解決に向けた検討を行う。調査成果は、地元にフィードバックし、保存や活性化につなげていく。

評価軸⑥-2
その他

項目

三好市固有の地域資源の掘り起こしにつながる取り組み

井川町辻地区の町並み散策マップ 歴史的建造物の詳細調査 

辻の町並み散策イベント（Ｈ26.3.23開催） 辻の町並みを写した古写真をパネル展示 

（Ｈ26.3.23開催） 
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （様式２-１）

評価対象年度 22 年度～ 25 年度

計画に記載してい
る方針

計画に記載してい
る課題

対応する進捗評
価項目とその推
移

方針の達成状況・
課題の改善状況に
関する評価内容
（可能な限り定量的
な評価を交えて自
由記述）

達成状況の評価、
要改善事項

計画見直しの必要
性

　歴史的風致を形成する文化財建造物は、保存と活用に努める。特に改修が必要な建造物について
支援を行い、その他建造物は「歴史的風致形成建造物」や文化財の指定等を進める。個人管理で維
持管理が難しい建造物は公有化を推進する。また、歴史的建造物等の活用を促すための案内板、説
明板等の充実を図る。

　市内の歴史的建造物は、特に個人管理によるものが維持経費に係る負担が重く、改修が進まず老
朽化が進んでいる。過疎・高齢化も伴い、空き家化や空き地化が進行し、歴史的建造物の維持管理が
難しい状況となっている。
　文化財を紹介する案内標識や説明板等が不足しており、整備が急がれている。

③奥祖谷二重かずら橋保存修理事業／歴史的風致形成建造物に指定し、架け替えによる保存修理を
行った。
③阿佐家住宅保存修理事業／歴史的建造物の公有化を行い、保存修理に向けた仮設・解体工事の
実施設計を作成した。
③篪庵住宅保存修理事業／歴史的風致形成建造物に指定し、保存修理を行った。
③旧真鍋家住宅保存修理事業／離れ座敷の保存改修理を行った。
③川人家長屋門保存修理事業／歴史的建造物の公有化を行い、保存修理に向けた実施設計を作成
した。
③三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区保存修理事業／個人所有の歴史的建造物を計
画的に保存修理を行った。
④文化財の保存・活用に関する事項／文化財の指定及び登録を推進した。
　○市指定状況…4件（Ｈ22：1件、Ｈ23：1件、Ｈ24：2件）
　○国登録状況…8件（Ｈ22：4件、Ｈ23：4件）
　○伝統的町並み調査…1カ所（Ｈ23～25：井川町辻地区）

　歴史的建造物は、調査を実施し、文化財指定や登録を進めた。また、歴史的建造物の適正な維持管
理を行うため、修理事業を実施した。この４年間で整備を進めてきた結果、修理を終えた歴史的建造
物の公開が行われ、利用者の増加がみられた。また、滞在型交流施設として活用が図られ、地域活性
化につながった。
　しかし、阿佐家住宅保存修理事業については、関係者との協議や設計変更に時間を要したため、事
業期間の変更が必要となった。

【定量的指標】
○文化財の修理に関する項目…7棟（Ｈ22：伝建地区（1棟）、Ｈ23：伝建地区（1棟）、Ｈ24：旧真鍋家住
宅（1棟）、Ｈ25：伝建地区（4棟））
○文化財の修繕に関する項目…4件（Ｈ24：市指定（3件）、県指定（1件））
○文化財の説明板整備に関する項目…18カ所（Ｈ22：3カ所、Ｈ23：7カ所、Ｈ24：6カ所、Ｈ25：2カ所）
○滞在型交流施設の活用／来訪者数
　・落合重要伝統的建造物群保存地区（2棟）
　　Ｈ24年（4月～12月）：806人、25年（1月～12月）987人
　・篪庵住宅（1棟）の利用者数
　　Ｈ24年（4月～12月）：117人、25年（1月～12月）771人
〇歴史的建造物の公有化…2件（Ｈ24：1件、Ｈ25：1件）

□想定通り効果が発現している
□今後発現が予想される
■要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）
　保存修理が完了した歴史的風致形成建造物を順次公開施設や滞在型交流施設として活用を図るこ
とで、利用者の増加等の一定の効果が見られるため、重点区域の拡大により更なる波及を目指す必
要がある。一部の事業では、関係者との協議・調整に時間を要したため、事業着手が遅れ、計画期間
内の事業達成ができていない。事業計画の見直しを図り、事業を早期に完了させる必要がある。

□計画の見直しが不要
■計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）
　事業の遅れがみられる一部の保存修理事業を早期に完了させるため、計画変更により計画期間及
び事業期間を延長し、事業を推進する。また、重点区域を拡大して事業を展開し、効果の更なる普及を
図る。
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （様式２-１）

評価対象年度 22 年度～ 25 年度

計画に記載してい
る方針

計画に記載してい
る課題

対応する進捗評
価項目とその推
移

方針の達成状況・
課題の改善状況に
関する評価内容
（可能な限り定量的
な評価を交えて自
由記述）

達成状況の評価、
要改善事項

計画見直しの必要
性

　歴史的風致の維持向上に重要な役割を果たしている伝統文化は、実態調査や課題
の把握に努め、地域の実情に応じた積極的な支援を行う。また、後継者育成のための
公開事業や体験教室等の開催、記録保存を進めるほか、文化財施設と連携した活用イ
ベントを開催する。

　近年の少子・高齢化や若者の都市流失に伴い、伝統文化に関わる後継者不足が深
刻で、伝統的な形態が失われつつある。　橋の架け替えに従事する伝統技術者の養成
や祖谷地方の伝統的建造物である茅葺き屋根を維持、保存するための伝統技術者で
ある茅葺き職人の養成も大きな課題となっている。

③伝統文化や伝統芸能の公開／市内で保存継承されている伝統文化や伝統芸能の
公開事業が取り組まれた。
③伝統的町並みのガイド育成／市内に残る伝統的な町並み（地域資源）を活かした取
り組みが進められた。
④伝統文化保存団体への支援／Ｈ22～25：市内保存団体（18団体）に運営補助金を支
給した。
④伝統文化保存団体への支援／Ｈ22～25：市内保存団体（2団体）に用具、衣装の購
入費補助を行った。
④文化財施設と連携した活用イベント／Ｈ24～25：旧真鍋家住宅（阿波池田たばこ資料
館）での公開活用イベントを開催した。

　歴史的風致の維持向上に重要な役割を果たしている伝統文化保存団体に対して、運
営費の補助や用具、衣装の購入補助を継続的に行った。この４年間で整備を進めてき
た結果、存続が危ぶまれる保存団体の活動継続が図られ、伝統文化の継承に成果が
見られた。

【定量的指標】
○運営費支援団体の増加／Ｈ22：17団体→Ｈ25：18団体
〇伝統芸能公開事業の定着と継続（Ｈ22～Ｈ25）
　　祖谷平家まつり、襖からくり公演会

□想定通り効果が発現している
■今後発現が予想される
□要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）
　伝統芸能保存団体の継承を図るため、従来から保存団体への間接的支援を行ってい
るが、過疎・高齢化による会員の減少で、引き続き継承が厳しい状況にあるため、今後
も現在の支援を継続していく必要がある。さらに後継者の確保や将来的な人材育成を
図るため、文化財施設や学校等と連携した公開活用事業をさらに推進していく必要が
ある。

□計画の見直しが不要
■計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）
伝統文化保存団体の継承や後継者確保をさらに進めていくため、計画変更により計画
期間を延長して、これまで同様に間接的な支援を継続する。
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （様式２-１）

評価対象年度 22 年度～ 25 年度

計画に記載している方
針

計画に記載している課
題

対応する進捗評価項
目とその推移

方針の達成状況・課題
の改善状況に関する評
価内容（可能な限り定
量的な評価を交えて自
由記述）

達成状況の評価、要改
善事項

計画見直しの必要性

　歴史的風致を残す祖谷地方の山村集落と池田町の商家町並み等の保護を図
るため、三好市景観計画において景観への配慮事項を定め、歴史的風致を損
なっている耕作放棄地や市街地の空き家、空き地化の解消に努めるとともに、
建造物や屋外広告物等については景観上の改善を促す等、歴史的風致を損な
わないよう保護を徹底する。

　伝統的な町並み周辺の景観を損なう建物や生活道の開設、電柱の設置等が
見られるほか、山村集落周辺の農地では後継者不足や高齢化等により耕作放
棄地が拡大している。市街地においても若者の都市流出が進み、空き家化や空
き地化が進行し、歴史的風致の維持に大きな影響を及ぼしている。
　また、蔓橋周辺の屋外広告物も景観を阻害する要因となっている。

②景観計画の活用と景観条例の運用／景観計画に基づく景観条例を制定し
た。
③三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区景観改善事業／茅葺屋根
の民家が広がる集落景観のイメージにそぐわないトタン屋根をガイドラインに
沿った色彩に統一するための所有者支援を行った。
③喜多家住宅（武家屋敷）保存修理事業／景観にそぐわない廃屋民家を撤去し
た。
③農地の保全整備と遊休地の活用事業／耕作放棄地を解消するための農地
再生事業や啓発活動が取り組まれた。
③三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区景観改善事業／石垣補修
を実施した。

歴史的風致を維持向上させるための景観整備については、景観条例を制定・施
行し、景観への配慮事項や新たな基準等も策定し、景観改善に努めた。また、
落合地区を中心として景観整備事業を進め、景観改善に努めた。この４年間で
整備を進めてきた結果、景観に対する市民意識の向上が図られた。

【定量的指標】
○落合重要伝統的建造物群保存地区景観改善事業（トタン屋根の色彩統一を
進める費用助成）／55棟（Ｈ22：9棟、Ｈ23年：19棟、Ｈ24：21棟、25年度：6棟）

□想定通り効果が発現している
□今後発現が予想される
■要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）
　景観整備については、事業を実施した箇所では一定の成果がみられるが、市
内が広域であるため、未だに事業未実施の箇所（耕作放棄地等）が多く、また、
過疎・高齢化の進行によって空き家化や空き地化が以前深刻であるため、現在
取り組みを進めている各事業を継続的に実施し、景観整備をさらに推進する必
要がある。

□計画の見直しが不要
■計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）
　市内全域を目指した景観保全や景観整備を将来的に進めていくために、計画
変更により計画期間を延長し、現在の各事業が継続できるようにする。
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （様式２-１）

評価対象年度 22 年度～ 25 年度

計画に記載してい
る方針

計画に記載してい
る課題

対応する進捗評
価項目とその推
移

方針の達成状況・
課題の改善状況
に関する評価内
容（可能な限り定
量的な評価を交
えて自由記述）

達成状況の評
価、要改善事項

計画見直しの必
要性

　歴史的風致を形成する祖谷の蔓橋、祖谷地方の茅葺き屋根などの歴史的建造
物の維持、保存に必要な資材（シラクチカズラ、茅等）を確保するため周辺の環境
整備を図る。

　祖谷の蔓橋の架け替えや伝統的建造物の茅葺き民家を維持、保存するための
伝統技術者の養成が大きな課題となっている。また、祖谷の蔓橋の架け替えに
は、約6トンの資材（シラクチカズラ）が必要とされるが、近年は資材確保が困難と
なっている。茅葺き屋根用資材を確保するための茅場も近年減少している。

③蔓橋架け替え用資材の確保と育成活動／祖谷の蔓橋の架け替え資材として必
要なシラクチカズラの植栽と保護活動に取り組んだ。

　祖谷の蔓橋の維持、保存に必要な資材（シラクチカズラ）を確保するための苗木
の育成活動を地元の実行委員会と中学生が共同で取り組んだ。この４年間で取り
組みを進めてきた結果、文化財保護や蔓橋周辺の景観保護に対する市民の意識
の高揚が図られた。
　茅材確保については、地元関係者からの情報収集に努めることで調査候補地と
なる茅場が市内で数カ所ピックアップされた。この４年間で事業の具体化を検討し
てきた結果、国が実施している関連の支援事業について、今後要望していくことと
なった。

□想定通り効果が発現している
□今後発現が予想される
■要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）
　茅材確保について、調査候補地の茅場が数カ所見つかったため、今後早急に現
地調査を行う必要がある。また、茅材の安定確保を図るための事業化の検討を進
めるための支援事業が見つかったため、今後早期に支援事業の活用を検討する
必要がある。このようなことから、計画期間を延長し、事業を具体化していく必要が
ある。

□計画の見直しが不要
■計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）
　茅材の安定確保に向けた事業化の検討を早急に進めるため、計画変更により
計画期間及び事業期間を延長して、計画期間内での事業化を目指す。
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （様式２-１）

評価対象年度 22 年度～ 25 年度

計画に記載している方
針

計画に記載している課
題

対応する進捗評価項目
とその推移

方針の達成状況・課題
の改善状況に関する評
価内容（可能な限り定
量的な評価を交えて自
由記述）

達成状況の評価、要改
善事項

計画見直しの必要性

　市内の貴重な歴史的文化遺産の掘り起こしと価値づけを進めるための伝統文化や歴史的建
造物の実態調査を行う。各種の啓発活動を通じ、文化財の保存活用に関する市民の意識を高
める。また、保存団体、所有者との協議を図り、良好な保存に向けた取り組みを推進する。

　市内には、歴史的価値の高い文化遺産が数多くあるが、掘り起こしされていないものも多い。
また、市民の文化財に対する意識が低いため、市民への文化財の保存活用に対する意識を高
めていくための啓発が課題となっている。

④歴史的文化遺産の掘り起こし／市内の歴史的文化遺産の掘り起しや新たな価値づけを図る
ため、未指定文化財の調査や伝統的な町並み調査を実施した。
④公開施設の整備と展示物の充実による活用推進／東祖谷歴史民俗資料館の展示資料替え
を行ったほか、旧真鍋家住宅、重伝建落合地区滞在型交流施設の公開・活用を行った。
④文化財の普及・啓発について／市ホームページを活用した情報発信や文化財パンフレットを
作成した。

　歴史的文化遺産の掘り起こしと価値づけを進めるため、伝統的な町並み調査を実施し、調査
地区内で町並みを活用していくための新たな取り組みが生まれた。また、文化財や歴史文化遺
産の保存や活用への意識を高めていただくめの公開事業や普及啓発活動を行った。
　この４年間で取り組みを進めてきた結果、歴史的文化遺産の保存や活用に対する市民の意識
の高揚が図られた。
【定量的指標】
　伝統的町並みの調査実施箇所　0カ所　⇒　1カ所
　

□想定通り効果が発現している
■今後発現が予想される
□要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）
　伝統的町並み調査を実施し、一定の波及効果がみられるが、今後の町並み保存や活用に向
けての具体的な検討を進めるには、所有者や地元住民の意見を十分反映させていく必要がある
ため、今後、ワークショップ等の開催が必要である。また、保存修理に向けては、伝統的な町並
み特有のからなる歴史的景観を損なわないよう修理方針や活用計画を検討する必要がある。
　また、文化財の保存や活用への市民意識を高めていくには、今後継続的な普及啓発活動が必
要である。

□計画の見直しが不要
■計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）
　町並み調査によって一定の価値づけが図られた伝統的町並みの今後の保存・活用に向けた
具体的な検討を進めるため、計画変更を行い、町並み調査区域周辺を重点区域に設定し、具体
的な事業期間を設定することが必要である。また、文化財の保存や活用への市民意識を高めて
いくには、計画変更による計画期間及び事業期間の延長を行い、普及啓発事業を継続する。
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（様式３-１）

平成22 年度～ 25 年度
・歴史的風致維持向上施設の整備・管理

（外部評価）

総括評価シート【代表的な事業の質の評価】

評価対象年度

代表的な取り組み①：阿佐家住宅保存修理事業

（取り組み概要）

●阿佐家住宅保存修理事業全体計画の作成（２３年度）
●所有者協議（２２年度～２４年度）
●主屋の公有化（２３年度～２４年度）
●主屋の仮設・解体工事の実施設計作成（２４年度）
●主屋の仮設工事の施工（２５年度　※２４年度繰越事業）
●関係機関との協議（２３年度～２５年度）

（自己評価）
　老朽化が進んでいた県指定有形文化財「阿佐家住宅」（主屋）の保存修理と公開活用施設整備に
向けての全体事業計画（１期：主屋の公有化と仮設・解体工事実施設計作成、２期：の仮設・解体工
事施工と復原工事実施設計作成、３期：復原工事と外構工事の施工、４期：調査内容のまとめと公
開（報告書作成等）のうち、１期分は達成できた。
　しかしながら、４年間の間で、予測していなかった課題が具体的に見つかったため、それらの改善
に向けての前所有者や関係機関等の協議・調整に不測の時間を要した。課題を段階的に改善して
いく中で、事業を軌道に乗せることができたが、全体事業期間の延伸（見直し）が必要となった。

　・有識者コメント
　今後、事業期間の見直しや遅延が発生しないよう，進捗管理には十分に留意して下さい。
　歴史的風致の維持向上には地域の文化財保存技術者育成が不可欠であるため、、復元工事に
関する調査や工事中の現場に地元の技術者が参加・立会をして、継続的に現地研修できるように
することが望まれます。
完成後の施設公開に関しては、施設の運営と維持管理が重要となり、地元の関係者や有志による
検討会などを行い、早い段階での方針の決定と実施体制の確立に取り組む必要があると思いま
す。
　阿佐家周辺にも、歴史的風致を阻害している構造物などが見受けられます。これらの対策への検
討も必要ではないでしょうか。

（今後の対応方針）
　今後の阿佐家住宅保存事業に係る公開活用事業等の事業計画を検討する際に、今回のコメント
を十分考慮しなればならない。

　・外部有識者名（役職･肩書き等）：三好市歴史的風致維持向上計画協議会　副会長  　喜多　順三

　・外部評価実施日：平成２６年５月２６日
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（様式３-１）

平成22 年度～ 25 年度
・歴史的風致維持向上施設の整備・管理

総括評価シート【代表的な事業の質の評価】

評価対象年度

代表的な取り組み②：三好市固有の地域資源の掘り起こしにつながる取り組み

（取り組み概要）
●井川町辻地区町並み調査事業（２３年度～２５年度）
●井川町辻地区町並み中間報告会（写真パネル展等）の開催（２４年度～２５年度）
●井川町辻地区歴史的建造物空き家の利活用事業（２５年度）
●井川辻地区町並みガイドの養成（２５年度）
●井川辻地区町並み散策マップの作成（２５年度）

（自己評価）
　たばこ産業で繁栄した当時を象徴する伝統的な町並みが残る井川町辻地区において、町並み調
査事業、町並み保存活用事業に取り組んだ。各取り組みは、町並み調査事業がおよそ７割達成で
きたが、２３年度から２５年度の間で、予測していなかった調査項目の追加や課題が具体的に見つ
かったため、それらの追加調査や課題の改善に向けての所有者や関係機関等の協議・調整に不測
の時間を要した。これに伴い、調査期間を２６年度まで延長した。
　このほか、これまで一定の評価がされつつも学術的な調査が行われなかった地域で、町並み調査
事業が具体的に取り組まれることで、地元や市の他部局への波及効果がみられた。特に地元から
の伝統的な町並みの保存や利活用に対する関心が高まりつつあるほか、市まちづくり部署が歴史
的建造物の空き家利活用事業に取り組んだほか、市観光部局が町並みガイドの養成や町並み散
策マップの作成、市観光協会が町並み散策客の受け入れに取り組むなどの契機につながった。

（外部評価）

（今後の対応方針）
市固有の地域資源の掘り起こしにつながる取り組み（特に井川町辻地区町並み調査事業）に係る
今後の新たな取り組みを検討する際に、今回のコメントを十分考慮しなればならない。

　・外部有識者名（役職･肩書き等）：三好市景観審議会委員、三好市文化財保護審議会委員　戸家　誠

　・外部評価実施日：平成２６年５月２８日
　・有識者コメント
 井川町辻地区が鉄道開通以前の吉野川水運を利用した「川港」と、葉タバコ関係の産業、周辺地
域を商圏とした商業によって栄えた歴史を改めて掘り起こして提示したことは、地域住民に歴史認
識と観光資源としての活用を呼び起こしたことが評価できる事業であったと言える。特に地域の「セ
ンター」となる空き家を整備・再生して「朝市」開催に結びつけたことや展示スペースを設けたことも
良好な企画であった。町並みガイドや散策コース設定については一定の評価はできるが、観光客等
地域外からの集客をどのようにするか、特に駐車場の問題、鉄道利用客の誘導方法などについて
は解決できていないように思われる。また、過去の遺産のみに頼らない、現在の「目玉」となる「商品
開発」（あるいはソフト面の充実）も必要なのではないかと思われる。
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平成２２年度～平成２５年度
・法定協議会等におけるコメント

会議等の開催日時：　平成２６年３月５日（水）１０：３０～１２：００

（今後の対応方針）
今回の委員からのコメントを受け、２５年度の進捗評価及び総括評価の記載方法を全体的に見
直した。特に評価の方法（書き方）については、委員より具体的なコメントが出されたので、今後
の事業評価に十分反映させなければならない。

（コメントの概要）

●平成２５年度進捗評価及び総括評価に対する各委員からの主な意見

・総括評価では、「できていません。やっていません」から「計画延長します」では説明にならない。
できなかった理由を素直（具体的）に書いた方がいい。取り組んできた作業の中で見えてきたか
ら、そこを解決していきたいような内容で書いていってはどうか。

・阿佐家住宅保存修理事業や辻地区の町並み調査事業などは、課題が明確化し、継続性の理
由も付きやすいので、そういう部分を強調してまとめてはどうか。

・真摯に事業をやってきたが、「調整上できなかった」など、何が足りなかったのかを説明してはど
うか。

・継続的に実施していく必要がある事業は、改善して進めていくのか、改善せずにそのまま続ける
方針なのか。継続していくには、何らかの改善事項を加え、新たなやり方をこう加える、やり方を
こう変えるなどの記述がいるのではないか。

・基本的はできたが、新たな課題が出てきた。予想していない課題が出てきた。そこを予測してい
なかったので、事業ができていないということに繋がっていくので、そこを考慮すること。

・特に最後の要改善事項と計画見直しの必要性の書き方をかなり考えないといけない。達成した
が、新しい課題ができた、地元の気分が盛りあがってきたので市も応援したいなど、そういう論調
も検討してほしい。

コメントが出された会議等の名称：平成２５年度第３回三好市歴史的風致計画協議会

法定協議会等におけるコメント　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　（様式４）

評価対象年度
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